
県
道

道
路
の
種
類

第

二

千

九

百

七

十

号

平

成

三

十

年

八

月

七

日

中
津
川

南
木
曽
線

路
線
名

中
津
川
市
神
坂
字
向
山
二
九

〇
〇
番
二
四
七
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

二
九

一
〇
番
二
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

火
曜
日)

��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

五
一
三
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

五
一
三

監
査
委
員
告
示

○
定
期
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
公
表

(

監

査

委

員)

五
一
四

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

五
一
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

(
農
地
整
備
課)

五
一
八

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(
技
術
検
査
課)

五
一
八

○
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
の
変
更
の
届
出

(

建
築
指
導
課)

五
一
九

正

誤

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
中
訂
正

(

飛�
農
林
事
務
所)
五
二
〇

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
八
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
八
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
八
月
七
日



 
 

 

   

  
 

 
  

 
 

      
 

 
 

 
 

県
道

道
路
の
種
類

一

宮

各
務
原
線

路
線
名

各
務
原
市
川
島
河
田
町
字
山
神
一

〇
二
九
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

一

〇
二
八
番
三
地
先
ま
で

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･��･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

監
査
委
員
告
示

岐
阜
県
監
査
委
員
告
示
第
二
十
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
九
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
六
月
に
執
行
し
た
定
期
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
決
定
し
た
の
で
、

同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
三
十
年
八
月
七
日

岐
阜
県
監
査
委
員

山

本

勝

敏

岐
阜
県
監
査
委
員

太

田

維

久

岐
阜
県
監
査
委
員

山

本

泉

岐
阜
県
監
査
委
員

藤

良

寛

岐
阜
県
監
査
委
員

杉

山

祐

子
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公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
三
十
年
八
月
七
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金

融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
七
月
二
十
六
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ト
ミ
ダ
ヤ

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ト
ミ
ダ
ヤ
岐
南
店

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田
三
丁
目
一
九
一
―
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

株
式
会
社
フ
ー
ド
セ
ン
タ
ー
富
田
屋

代
表
取
締
役

大
平

克
郎

大
垣
市
伝
馬
町
三
三
番
地

株
式
会
社
フ
ラ
ワ
ー
み
ず
り

代
表
取
締
役

藤
田

正
晴

岐
阜
市
三
田
洞
九
一
三
番
地
の
一

株
式
会
社
プ
ラ
ザ
ク
リ
エ
イ
ト

常
務
取
締
役

今
村

文
哉

東
京
都
千
代
田
区
五
番
町
一
番
地

(

変
更
後)

株
式
会
社
ト
ミ
ダ
ヤ

代
表
取
締
役

石
田

慎
治

瑞
穂
市
田
之
上
一
六
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
三
十
年
八
月
七
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金

融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
七
月
二
十
六
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ト
ミ
ダ
ヤ

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ト
ミ
ダ
ヤ
岐
南
店

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田
三
丁
目
一
九
一
―
一

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

(
変
更
前)

三
六
九
台(

①
一
四
二
台
、
②
一
三
五
台
、
③
九
二
台)

(
変
更
後)

一
四
八
台(

①
一
〇
五
台
、
②
四
三
台)

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

(

変
更
前)
二
〇
〇
台(

①
二
〇
〇
台)

(

変
更
後)
六
五
台(

①
二
六
台
、
②
二
六
台
、
③
一
三
台)

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

平成30年８月７日 岐 阜 県 公 報 第２９７０号( 517 )



可
茂
南
部
３
期
地
区

(

田
の
洞
た
め
池)

施
行
に
係
る
地
区
名

可

児

市

役

所

縦

覧

場

所

平
成
三
〇
・

八
・

七
か
ら

同

・

九
・

四
ま
で

縦

覧

期

間

平
成
三
十

年
六
月
六

日 平
成
三
十

年
六
月
六

日 平
成
三
十

年
六
月
五

日 平
成
三
十

年
五
月
二

十
八
日

平
成
三
十

年
五
月
二

十
四
日

平
成
三
十

年
五
月
二

十
一
日

平
成
三
十

年
五
月
十

五
日

平
成
三
十

年
五
月
十

五
日

平
成
三
十

年
五
月
十

日 平
成
三
十

年
四
月
二

十
五
日

取
消
年
月

日

Ｋ
ａ
ｚ
ｓ

ｉ
ｎ

河
村
板
金

加
工
所

鷲
見
外
柵

建
材

株
式
会
社

ワ
イ
ワ
イ

ホ
ー
ム

有
限
会
社

澤
田
重
機

有
限
会
社

平
井
建
築

マ
ル
セ
イ

建
設

大
橋
建
築

尾�
工
業

白
石
工
業

所 商
号
又
は

名
称

東
和
彦

河
村
修

鷲
見
實

代
表
取
締

役

後
藤

耶
須
子

代
表
取
締

役

澤
田

茂
美

代
表
取
締

役

平
井

克
政

杉
浦
正
己

大
橋
重
美

尾�
文
明

白
石
正
和

代
表
者
の

氏
名

高
山
市
上
岡
本

町
一
七
五
五
―

一
八

山
県
市
梅
原
一

四
八
九
番
地

本
巣
市
法
林
寺

一
九
九
番
地

岐
阜
市
芥
見
清

水
一
九
三
番
地

岐
阜
市
野
一
色

六
丁
目
八
番
一

四
号

可
児
郡
御
嵩
町

中
一
六
二
一
番

地
二
一

恵
那
市
長
島
町

永
田
三
三
二
―

三
〇
一

養
老
郡
養
老
町

大
野
六
九
四
番

地 高
山
市
国
府
町

広
瀬
町
七
五
三
―

二 各
務
原
市
蘇
原

吉
野
町
一
丁
目

一
一
二
番
地
二

主
た
る
営
業
所

の
所
在
地

般
二
十
九
―

八
五
〇
四
〇

八 般
二
十
八
―

一
〇
三
〇
八

一 般
二
十
八
―

九
六
六
三

般
二
十
九
―

一
六
五
九
八

般
二
十
五
―

一
〇
〇
四
三

七 般
二
十
八
―

二
〇
〇
四
五

八 般
二
十
八
―

七
〇
〇
五
六

四 般
二
十
六
―

二
〇
〇
七
七

二 般
二
十
八
―

九
五
〇
一
一

〇 般
二
十
五
―

一
〇
二
六
二

〇 許
可
番
号

土
木
、
と
び
・
土
工
、

石
、
鋼
構
造
物
、
舗

装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、

塗
装
及
び
水
道
施
設

工
事
業

板
金
工
事
業

と
び
・
土
工
及
び
造

園
工
事
業

屋
根
及
び
タ
イ
ル
・

れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク

工
事
業

管
工
事
業

建
築
工
事
業

土
木
及
び
と
び
・
土

工
工
事
業

建
築
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

取
り
消
し
た
工
事
業

(

変
更
前)

二
六
六
立
方
メ
ー
ト
ル(

①
三
六
立
方
メ
ー
ト
ル
、
②
四
一
立
方
メ
ー
ト
ル
、

③
二
七
立
方
メ
ー
ト
ル
、
④
五
四
立
方
メ
ー
ト
ル
、

⑤
一
〇
八
立
方
メ
ー
ト
ル)

(

変
更
後)
二
三
〇
立
方
メ
ー
ト
ル(

②
四
一
立
方
メ
ー
ト
ル
、
③
二
七
立
方
メ
ー
ト
ル
、

④
五
四
立
方
メ
ー
ト
ル
、
⑤
一
〇
八
立
方
メ
ー
ト
ル)

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
九
時
〜
午
後
九
時
三
〇
分

(

変
更
後)

午
前
八
時
三
〇
分
〜
午
後
九
時
三
〇
分

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

(

変
更
前)

一
〇
箇
所(

①
五
箇
所
、
②
三
箇
所
、
③
二
箇
所)

(

変
更
後)

五
箇
所(

①
三
箇
所
、
②
二
箇
所)

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号(

廃
業
等)

の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
三
十

年
六
月
十

八
日

平
成
三
十

年
六
月
十

五
日

平
成
三
十

年
六
月
十

四
日

平
成
三
十

年
六
月
十

三
日

平
成
三
十

年
六
月
十

二
日

平
成
三
十

年
六
月
十

二
日

平
成
三
十

年
六
月
十

一
日

平
成
三
十

年
六
月
十

一
日

平
成
三
十

年
六
月
十

一
日

平
成
三
十

年
六
月
七

日

ア
ク
テ
ィ

ス
株
式
会

社 サ
ン
ユ
ウ

建
築

庭
庄
造
園

宮
田
不
動

産
株
式
会

社 カ
ワ
ダ

和
田
重
機

土
木

森
工
業

外
松
断
熱

株
式
会
社

田
中
工
務

店 グ
リ
ー
ン

ス
ペ
ー
ス

代
表
取
締

役

北
村

久
幸

和
田
公
好

曽
貝
庄
一

代
表
取
締

役

宮
田

智
子

川
田
正
昭

和
田
允
男

森
昭

外
松
義
隆

代
表
取
締

役

田
中

武
則

荒
川
裕
哉

岐
阜
市
宇
佐
南

四
丁
目
四
番
八

号 郡
上
市
明
宝
寒

水
九
七
八

美
濃
市
笠
神
三

六
五
番
地

岐
阜
市
鷺
山
一

七
六
八
番
地
の

五 高
山
市
国
府
町

三
日
町
四
五
五

番
地
の
六

郡
上
市
白
鳥
町

六
ノ
里
一
一
九

八
番
地
一

羽
島
郡
笠
松
町

東
陽
町
九
番
地

の
二

岐
阜
市
鏡
島
中

一
丁
目
一
三
番

一
八
号

高
山
市
岡
本
町

二
丁
目
一
八
五

番
地

加
茂
郡
白
川
町

和
泉
一
二
五
八

番
地
三

般
二
十
五
―

一
〇
〇
四
四

九 般
二
十
七
―

一
五
一
九
三

般
二
十
八
―

一
一
〇
二
一

般
二
十
八
―

九
七
三
七

般
二
十
五
―

九
五
〇
〇
八

一 般
二
十
六
―

八
五
六
五

般
二
十
九
―

一
〇
三
二
五

一 般
二
十
五
―

一
〇
二
七
二

六 般
二
十
八
―

四
八
五

般
二
十
八
―

五
〇
〇
六
五

五

大
工
、
と
び
・
土
工
、

舗
装
、
内
装
仕
上
及

び
水
道
施
設
工
事
業

建
築
及
び
大
工
工
事

業 造
園
工
事
業

建
築
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

土
木
、
と
び
・
土
工

及
び
石
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

熱
絶
縁
工
事
業

土
木
工
事
業

土
木
、
と
び
・
土
工

及
び
造
園
工
事
業

○
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
の
変
更
の
届
出

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
八
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
の
あ
っ
た
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称

株
式
会
社
建
築
構
造
セ
ン
タ
ー

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

(

変
更
前)

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
八
番
一
号

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
〇
番
二
八
号

福
島
県
郡
山
市
中
町
一
一
番
五
号

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
二
丁
目
二
番
三
号

千
葉
県
船
橋
市
葛
飾
町
二
―
四
〇
二
―
三

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
北
幸
二
丁
目
三
番
一
九
号

長
野
県
長
野
市
南
県
町
一
〇
八
二
番
地

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
四
丁
目
一
四
番
二
号

三
重
県
四
日
市
市
浜
田
町
一
二
番
一
八
号

島
根
県
松
江
市
中
原
町
六
番
地

岡
山
県
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

広
島
県
広
島
市
中
区
八
丁
堀
一
五
番
六
号

香
川
県
高
松
市
亀
井
町
二
―
一

愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
七
丁
目
一
三
番
一
三
号

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
御
供
所
町
一
番
一
号

佐
賀
県
佐
賀
市
駅
前
中
央
一
丁
目
九
番
三
八
号

長
崎
県
長
崎
市
万
才
町
三
番
四
号

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
西
千
石
町
一
一
番
二
一
号

沖
縄
県
浦
添
市
牧
港
五
丁
目
六
番
八
号
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(

変
更
後)

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
八
番
一
号

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
〇
番
二
八
号

福
島
県
郡
山
市
中
町
一
一
番
五
号

群
馬
県
高
崎
市
八
島
町
二
六
二
番
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
二
丁
目
二
番
三
号

千
葉
県
船
橋
市
葛
飾
町
二
―
四
〇
二
―
三

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
北
幸
二
丁
目
三
番
一
九
号

長
野
県
長
野
市
南
県
町
一
〇
八
二
番
地

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
四
丁
目
一
四
番
二
号

三
重
県
四
日
市
市
浜
田
町
一
二
番
一
八
号

島
根
県
松
江
市
中
原
町
六
番
地

岡
山
県
岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

広
島
県
広
島
市
中
区
八
丁
堀
一
五
番
六
号

香
川
県
高
松
市
亀
井
町
二
―
一

愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
七
丁
目
一
三
番
一
三
号

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
御
供
所
町
一
番
一
号

佐
賀
県
佐
賀
市
駅
前
中
央
一
丁
目
九
番
三
八
号

長
崎
県
長
崎
市
万
才
町
三
番
四
号

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
西
千
石
町
一
一
番
二
一
号

沖
縄
県
浦
添
市
牧
港
五
丁
目
六
番
八
号

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
日

平
成
三
十
年
七
月
三
十
日

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
三
十
年
七
月
十
日
第
二
千
九
百
六
十
二
号

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
四
五
三
頁
上

段
後
か
ら
七
行
目
中｢

楓

美
智
明｣

は｢

榎

美
智
明｣

の
、
同
頁
下
段
前
か
ら
五
行
目

中｢

谷

口

正

実｣

は｢

谷

口

政

実｣

の
誤
り
。
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平
成
三
十
年
八
月
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


